
 

会 議 録 

会議の名称 令和７年度第 20回西東京市選挙管理委員会 

開 催 日 時 令和８年１月 26日（月）午前 10時 00分から午前 10時 20分まで 

開 催 場 所 西東京市役所田無庁舎３階 選挙管理委員会事務局打ち合わせ室 

出 席 者 
鈴木久幸委員長・佐々木順一委員長職務代理者・渡邉 章委員・二木孝之委員・

田喜知和仁事務局参与兼事務局長・岡野昌司係長 

議   題 

議案第 53号 西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について 

議案第 54 号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の

決定について 

議案第 55 号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任に

ついて 

議案第 56 号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における投票立会人の選任について 

議案第 57 号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代

理者の選任について 

議案第 58号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における期日前投票立会人の選任について 

議案第 59号 令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査における開票管理者及び開票管理者職務代理者の選任に

ついて 

そ の 他 

会 議 資 料 

の 名 称 
上記『議題』と同じ 

記 録 方 法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

〇 委員長 

ただいまから令和７年度第 20回西東京市選挙管理委員会を開催いたします。 

本日の議案は７件でございます。 

議案第 53号『西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について』を議題といた

します。 

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

  それでは、議案の説明をさせていただきます。 

恐れ入ります。議案書の 1ページをお開きください。 



 

議案第 53号『西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について』を御説明いた

します。 

  本案は、公職選挙法第 30条の 6（在外選挙人名簿の登録）の規定に基づき、西東京市在

外選挙人名簿に登録されるものでございます。 

  西東京市選挙管理委員会委員長に対し在外選挙人の登録申請をした者の内、昨日までの

間に登録の資格を有することが確認された者で、議案書の 2 ページに記載の男性１人が、

新たに西東京市在外選挙人名簿に登録されます。該当者の氏名や国内での最終住所、国外の

滞在国等の詳細につきましては、議案書に記載しておりますので御覧いただければと思い

ます。 

今回の登録により、西東京市在外選挙人名簿に登載されている人数は、男性 97人、女性

132人、計 229人となります。 

以上で、議案第 53号『西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について』の説

明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 53号は、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 54 号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国

民審査における西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について』を議題といた

します。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、今回の委員会で御決定いただきたい、選挙時登録による西東京市選挙人名簿登

録者数について、議案の説明をさせていただきます。 

議案書の３ページをお開きください。 

議案第 54号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について』御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 19 条（永久選挙人名簿）第 2 項の規定に基づき、選挙人名簿を

調製・保管するために御決定をいただくものでございます。 

４ページに各投票区別に登録者数を調製しております 

資料の内容につきましては、左から、各投票区の別、前回登録者数、今回の場合は先日御

決定いただきました、令和 7 年 12 月 1 日の定時登録のものとなっております。それから

市内転居数、抹消者数、新規登録者数、今回登録者数となっております。 

市内転居については、市全体としては増減がありませんので、合計欄は、0人となってお

ります。 

抹消者は、転出後 4 か月を経過するに至った者、死亡、職権消除及び在外選挙人名簿へ

の登録移転者等を計算しております。 

新規登録者は、住所要件として、令和７年 10月 26日までに転入届出を行った者、年齢

要件として平成 20年２月９日以前に出生した者、その他住所設定等を計算しております。 

表の右下の合計欄を御覧ください。令和８年１月 26 日現在の選挙時登録者総数は、男

性が前回より137人減、女性が前回より151人減、合計で288人減となり、男性82,156



 

人、女性 89,270人の計 171,426人となるものでございます。 

以上、議案第 54号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 54号は、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第 55号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任について』を議題といたします。

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

 それでは、今回の委員会で選任いただきたい、投票管理者及び投票管理者職務代理者につ

いて、説明をさせていただきます。 

議案書の５ページをお開きください。 

議案第 55号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 37条（投票管理者）の規定に基づき投票管理者を、公職選挙法施

行令第 24条（職務代理者）の規定に基づき投票管理者職務代理者を、それぞれ選任いただ

くものでございます。 

議案書の 6 ページに投票管理者の一覧を、7 ページに職務代理者の一覧を記載してござ

います。各投票所に投票管理者 1 人、投票管理者職務代理者 1 人を配置することとして、

合計 58人を選任するものでございます。 

いずれも選挙権を有する者の中から選任する必要がありますが、今回の衆議院議員選挙の

西東京市の各投票所における投票管理者については、西東京市選挙人名簿登録者の中から、

投票管理者職務代理者については市の事務職員のうち選挙権を有する者の中から、今までに

経験のある方を中心に選出し依頼をして、それぞれ御本人の承諾を得て議案としたものでご

ざいます。なお、御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしておりま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

  以上で議案第 55号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 55号は、この案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

 

〇 各委員 

  異議なし 

 

〇 委員長 



 

 御異議ないようですので、議案第 55号は、原案のとおり選任いたします。 

次に、議案第 56号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における投票立会人の選任について』を議題といたします。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

  それでは、今回の委員会で選任いただきたい、投票立会人について、説明をさせていただ

きます。 

議案書の 8ページをお開きください。 

議案第 56号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける投票立会人の選任について』、御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 38条（投票立会人）の規定に基づき投票立会人を選任いただくも

のでございます。 

議案書の 9 ページ及び 10 ページに記載をしておりますが、各投票所それぞれ 3 人ずつ

配置することとして、合計 87人を選任するものでございます。選挙権を有する者の中から

選任する必要がありますが、今回の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の西東京

市の各投票所における立会人については、今までに経験のある方や明るい選挙推進委員の方

を中心に選出し依頼をして、それぞれ御本人の承諾を得て議案としたものでございます。な

お、御承認いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろしく

御審議をお願いいたします。 

以上で、議案第 56号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 56号は、この案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

 

〇 各委員 

  異議なし 

 

〇 委員長 

 御異議ないようですので、議案第 56号は、原案のとおり選任いたします。 

次に、議案第 57号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』を議題と

いたします。事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

  それでは、今回の委員会で選任いただきたい、期日前投票管理者及び期日前投票管理者職

務代理者について、説明をさせていただきます。 

議案書の 11ページをお開きください。 

議案第 57号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたし



 

ます。 

本案は、公職選挙法第 48 条の 2 第 5 項によって読み替えて適用する同法第 37 条（投

票管理者）の規定に基づき期日前投票管理者を、公職選挙法施行令第 49 条の 7 によって

読み替えて適用する同施行令第 24条（職務代理者）の規定に基づき期日前投票管理者職務

代理者を、それぞれ選任いただくものでございます。 

1月 28日から２月７日までの間、設置する田無庁舎期日前投票所及びエコプラザ西東京

期日前投票所ならびに２月５日から２月７日までの間、設置するひばりが丘図書館期日前投

票所の投票管理者及び投票管理者職務代理者を、各日各期日前投票所にそれぞれ 1 人ずつ

延べ 50人を選任するものとし、議案書の 12ページに期日前投票管理者の一覧を、13ペ

ージに期日前投票管理者職務代理者の一覧を記載してございます。 

期日前投票管理者につきましては、選挙権を有する方の中から、今までに経験のある方を

中心に選出し依頼をして、御本人の承諾を得て議案としたものでございます。また、期日前

投票管理者職務代理者につきましては、市管理職職員等のうち選挙権を有する者の中から各

部の推薦及び本人の承諾を得て、議案としたものでございます。なお、御承認いただけまし

たらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろしく御審議をお願いいたしま

す。 

以上で、議案第 57号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 57号は、この案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

 

〇 各委員 

  異議なし 

 

〇 委員長 

 御異議ないようですので、議案第 57号は、原案のとおり選任いたします。 

次に、議案第 58号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における期日前投票立会人の選任について』を議題といたします。事務局から説明を求

めます。 

 

〇 事務局 

  それでは、今回の委員会で選任いただきたい、期日前投票立会人について、説明をさせて

いただきます。 

議案書の 14ページをお開きください。 

議案第 58号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける期日前投票立会人の選任について』、御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 48 条の２第 5 項を読み替えて適用する同法第 38 条（投票立会

人）の規定に基づき、期日前投票所の投票立会人を選任いただくものでございます。 

1 月 28 日から 2 月 7 日までの間、設置する田無庁舎期日前投票所及びエコプラザ西東



 

京期日前投票所ならびに 2月 5日から 2月 7日までの間、設置するひばりが丘図書館期日

前投票所の投票立会人を、議案書の 15ページ 16ページに記載のとおり、各日各期日前投

票所にそれぞれ 2人ずつ延べ 50人を選任するものでございます。 

期日前投票立会人につきましては、選挙権を有する方の中から、今までに経験のある方を

中心に選出し依頼をし、御本人の承諾を得て、議案としたものでございます。なお、御承認

いただけましたらそれぞれに選任通知を送付することとしております。よろしく御審議をお

願いいたします。 

  以上で、議案第 58号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 58号は、この案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

 

〇 各委員 

  異議なし 

 

〇 委員長 

 御異議ないようですので、議案第 58号は、原案のとおり選任いたします。 

次に、議案第 59号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における開票管理者及び開票管理者職務代理者の選任について』を議題といたします。

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

  議案書の 17ページをお開きください。 

議案第 59号『令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける開票管理者及び開票管理者職務代理者の選任について』、御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 61条（開票管理者）の規定に基づき開票管理者を、公職選挙法施

行令第 67条（職務代理者）の規定に基づき開票管理者職務代理者を、それぞれ選任いただ

くものでございます。 

  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に開票管理者に

鈴木久幸委員長を、開票管理者職務代理者に佐々木順一委員長職務代理者を選任するもの

でございます。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

  以上で、議案第 59号の説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 



 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 59号は、この案のとおり決定することに御異議ありませ

んか。 

 

〇 各委員 

  異議なし 

 

〇 委員長 

 御異議ないようですので、議案第 59号は、原案のとおり選任いたします。 

以上で、本日予定の議案等は、全て終了いたしました。 

ほかにありますか。 

 

〇 事務局 

次回の委員会は明日 1月 27日（火）、午後５時 30分からとなります。 

午後５時 30分から、各投票所に掲示する氏名等掲示掲載順序のくじを行います。 

これから委員会の開催が連続いたしますので、委員の皆様におかれましても、御自愛いた

だいて体調管理をどうぞよろしくお願いいたします。 

事務局からは、以上です。 

 

〇 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。 

他になければ、本日の令和７年度第 20回西東京市選挙管理委員会を閉会いたします。 

 

午前 10時 20分  終了 

 

以上 

 

 

  



 

 

令和７年度第 20回西東京市選挙管理委員会 

 

 

日 時 令和８年１月 26日（月） 

                          午前 10時 00分から 

会 場 西東京市役所田無庁舎３階 

                          選挙管理委員会事務局 

打ち合わせ室       

 

 

議案第 53号  西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について 

 

議案第 54 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定につ

いて 

 

議案第 55 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任について 

 

議案第 56 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における投票立会人の選任について 

 

議案第 57 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選

任について 

 

議案第 58 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における期日前投票立会人の選任について 

 

議案第 59 号  令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民

審査における開票管理者及び開票管理者職務代理者の選任について 

 

 

そ の 他 

  



 

 

議案第 53号 

 

 

 

西東京市在外選挙人名簿に登録等される者の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    



 

 

令和８年１月26日付 在外選挙人名簿に登録する者（１人） 

最 終 住 所 氏    名 生年月日 性別 備     考 

東京都西東京市   男 カナダ 

  



 

 

議案第 54号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に 

おける西東京市選挙人名簿登録者数（選挙時登録）の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    



 

 

  



 

 

議案第 55号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に 

おける投票管理者及び投票管理者職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    

  



 

 

議案第 56号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に 

おける投票立会人の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    

  



 

 

議案第 57号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に 

おける期日前投票管理者及び期日前投票管理者職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    

  



 

 

議案第 58号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に 

おける期日前投票立会人の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    

  



 

 

議案第 59号 

 

 

 

令和８年２月８日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査におけ

る開票管理者及び開票管理者職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和８年１月 26日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    

 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 61条第 2項及び公職選挙法施行令（昭和

25年政令 89号）第 67条第 1項の規定により、令和８年２月８日執行の衆議院議員選

挙及び最高裁判所裁判官国民審査における開票管理者及び同職務代理者を、次のとお

り選任する。 

 

 

１ 開票管理者 

   氏 名  鈴木 久幸 

住 所  東京都西東京市中町 

 

２ 開票管理者職務代理者 

氏 名  佐々木 順一 

住 所  東京都西東京市栄町 

 


